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第１群には「石綿（アスベスト）」「ベンゼン」も

タバコ煙

「許容濃度等の勧告」

受動喫煙対策に関する結論：
屋内を全面禁煙とする以外の対策はあり得ない

（2010年）



花粉は鼻腔で除去＝鼻アレルギー
土石由来の数ミクロンの粒子は肺胞に到達→じん肺
PM2.5も空気の流れに乗って肺の最深部＝肺胞に到達→喫煙関連疾患
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PM2.5：粒径2.5μm以下

花粉
30μm

PM10：土埃など粒径約10μm以下

RSP：浮遊粉じん、約7μm以下

タバコ煙：1.0μm以下

非喫煙者の肺 ヘビースモーカーの肺

タバコ煙(PM1）は、肺の最深部
＝肺胞に到達し、その一部は
呼気に吐出されるほど小さい

大きな粒子は鼻で除去
＝花粉症に


